
  
 
 

令和２年３月１日 第５号 
佐野市復興推進本部 

電話番号：２５－８５１３ 
 

〇り災証明書の申請受付について  
り災証明書の新規申請は、令和２年３月３１日までにお願いいたします。なお、期日以降の 

新規申請につきましては、ご相談ください。 

▶相談・受付場所、問合せ先 ①市民課（市役所１階） 電話：２０－３０１９ 

②田沼行政センター   電話：６１－１１２４ 

                          ③葛生行政センター   電話：８６－４７１３ 

※各支所においても受付をいたします。 
 

○り災証明における家屋の再調査について  
台風第１９号の災害に係る被害認定は、第１次調査（外観目視や浸水深による調査）を行い、

被害程度（全壊・半壊等）を判定していますが、申し出があった場合は、第２次調査（建物内部

への立ち入り調査）および必要に応じて再調査を実施いたします。 

なお、再調査の申し出につきましては令和２年３月３１日までにお願いいたします。期日以降

の申し出につきましては、ご相談ください。 

▶問合せ先 資産税課（市役所２階）電話：２０－３００９ 
 
○被災された方の国民健康保険、後期高齢者医療保険の取扱いについて  
台風第１９号で被災された方が、医療機関等で診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、

次の①～⑤のいずれかに該当する旨の申告を行えば、窓口での支払いが不要になります。 

また、既に医療機関等に一部負担金を支払った場合、佐野市役所の窓口に申請を行うこと

で、支払った額の還付が受けられます。 

▶対 象 者 ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方 

 ②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方 

③主たる生計維持者の行方が不明である方 

          ④主たる生計維持者が事業を廃止、又は休止した方 

 ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 

▶対象期間 令和元年１０月１２日～令和２年３月３１日までの診療分 

※令和２年４月以降の診療分が対象となるかは、国からの通知があり次第 

佐野市ホームページでお知らせします。 

▶申請期限 診療を受けた日の翌日から２年以内 

（例）令和元年１０月１２日に診療 → 申請期限：令和３年１０月１２日まで 

▶対象外の医療費 ・入院時の食事療養および生活療養に係る標準負担額 

・柔道整復師（接骨院・整骨院)、あんま・マッサージ・指圧師、はり師・

きゅう師による施術料、治療用装具作成料などの療養費 

▶問合せ先 

国民健康保険 医療保険課国保係（市役所２階） 電話：２０－３０２４ 

後期高齢者医療保険 いきいき高齢課長寿医療係（市役所１階） 電話：２０－３０２１ 

※一部の健保組合・国保組合も免除される場合がありますので、詳細は各組合にお問い合わせ 

ください。 
 
○被災住宅の応急修理について  

引き続き、被災住宅の応急修理について受付を行っております。応急修理のお申込みを予定

されている方はお早めに申請をお願いいたします。 

▶問合せ先 建築住宅課（市役所５階）電話：２０－３１０３ 



 
〇被災家屋等の公費解体または解体費用の償還の申請受付について  
被災家屋等の公費解体及び解体費用の償還申請受付について令和２年３月３１日（火）までと

なりますので、申請がお済でない方におかれましては、お早目に申請をお願いいたします。 

なお、期限までに申請が間に合わない場合はご相談ください。 

①公費解体制度・・・被災した家屋等について、被災家屋等の所有者の申請に基づき、市が公費 

で解体・撤去を実施します。 

②自費償還制度・・・市が公費解体に着手する前に所有者等が自ら解体・撤去に着手した場合に 

市が定めた限度額の範囲内で費用の償還を実施します。限度額を超えた分 

の費用は個人負担となります。 

※制度の対象となるもの、対象とならないもの、対象範囲等の詳細については、佐野市ホーム

ページや市役所等に設置してある「被災者生活再建支援ハンドブック」をご確認ください。 

※令和２年４月１日（水）から公費解体制度・自費償還制度の窓口が、みかもクリーンセンター

２階（町谷町２０６－１３）へ変更となります。 

▶問合せ先 復興推進本部(公費解体担当窓口 市役所１階佐野市紹介スペース)  

電話：８６－９３７２（４月以降も変わりません。） 
 
○居住の用に供する住宅の床下消毒について  
住宅の床下消毒に係る以下の①、②につきまして、受付が令和２年３月３１日（火）までとなり

ますので、申込みがお済みでない方におかれましては、お早めの申込みをお願いいたします。 

 ①居住の用に供する住宅（貸家、集合住宅及び店舗併用住宅を含む）の床下消毒作業申込み 

 ②消毒作業をご自身又は業者等に依頼して行われた方への補助（上限：１万円） 

 ※①と②の併用はできません。 

  期限までに申請が間に合わない場合は、ご相談ください 

►相談・受付場所、問合せ先 消毒担当（市役所５階 東側フロア）電話：８６－９５１１ 
 
○雑損控除による市・県民税の軽減について  
災害により、住宅や家財、車両などに損害を受けたときは、雑損控除により所得税や市・県民

税が軽減される場合があります。雑損控除の適用を受けるためには、確定申告または市・県民税

の申告が必要です。 

▶令和２年度 市・県民税の申告受付 

受付期間：令和２年３月１６日（月）まで 

日程・会場は、「広報さの２月号」または「佐野市ホームページ」をご覧ください。  

※申告期間中は、市民税課窓口での書類作成のための相談は行いません。 

※収入が給与・年金のみの方は、市・県民税の申告会場でも確定申告が可能です。 

それ以外の方の確定申告は、佐野税務署での相談・提出となります。  

▶問合せ先 市民税課市民税係（市役所２階） 電話：２０－３００８ 
 

○介護に関する支援【介護保険利用料（利用者負担額）の免除期間を延長します】  
台風第１９号により被災された方の介護保険利用料（利用者負担額）の免除を、令和２年３月末

まで延長いたします。 

▶問合せ先 介護保険課介護サービス係（市役所１階） 電話２０－３０２２ 
 
 

※各支援制度の詳細は２月３日（月）発行の『令和元年台風第１９号被災者
生活再建支援ハンドブック第３版』をご確認ください。【佐野市ホームページ
にも掲載しております。】 
 申請期限等が迫っている支援もありますので、今回の被災者生活再建支援
のお知らせ（第５号）や前回配布（第４号）を再度確認いただき、申請漏れ等
が無いようご注意ください。 


